
案件概要表

草の根技協（パートナー型） 2019 年 03 月 06 日 現在

主管区分：国内機関主管案件

関西国際センター

案件名 (和) 障害者の社会支援システム構築プロジェクト

(英 ) Project on building a social support system for 
disabilities

対象国名 コスタリカ

分野課題 1 社会保障-障害者支援

分野課題 2 社会保障-社会保険・社会福祉

分野課題 3 社会保障-労働・雇用関係

分野分類 社会福祉-社会福祉-社会福祉

プログラム名 社会的弱者支援プログラム

援助重点課題 市民生活の質の向上

開発課題 社会的弱者支援

プロジェクトサイト ペレスセレドン、およびコスタリカ共和国内の中央地

方、ブルンカ地方、北部ウエタル地方、ウエタル・アト

ランティック地方、チョロテガ地方、中央パシフィック

地方

署名日(実施合意) (*) 2017 年 04 月 27 日

協力期間 (*) 2017 年 04 月 27 日 ～ 2022 年 04 月 26 日

相手国機関名 (*) (和) モルフォ自立生活センター、国家障害者審議会、国

立職業訓練機関

(英) Morpho Independent Living Center, Conapdis, INA

プロジェクト概要

・背景

コスタリカでは、1996 年に障害者の機会均等法が制定され、障害者の社

会参加においての機会均等が保障されているにもかかわらず、実際にはそ

れを享受する障害者がほとんど見られないのが現状であった。そういった

状況を変えるためにコスタリカが開催した障害当事者向けのリーダー研

修、南部の町ペレスセレドンの JICA 技術協力プロジェクトや日本での地

域別研修を受け、エンパワメントされた障害当事者がペレスセレドンで中



南米地域初の自立生活センターを設立した。そして、障害者の自立生活を

実現するため現行プロジェクトを実施し、サービスのモデルケース、自立

生活の周知等で成果を上げた。さらに、今後コスタリカでの障害者の社会

支援サービスを構築するにあたっての肝である「障害者の自立を促進する

法律（自立法）」が本年制定された。しかし、コスタリカ全土での障害者の

エンパワメント、自立法を導入・実施する際の実践的知識の不足など課題

は山積であり、障害者が真に地域で暮らすことのできる社会を構築する為

に支援体制を整えていく必要がある。

・上位目標

自立生活センターを中心とする社会参加支援の取組が６つの地方で導入

される （中央地方、ブルンカ地方、北部ウエタル地方、ウエタル・アトラ

ンティック地方、チョロテガ地方、中央パシフィック地方）

・プロジェクト目標

ペレスセレドンで障害者の社会支援システムを構築し、全国ネットワーク

で共有される

・成果

1.モルフォ自立生活センターで障害者の相談支援体制が強化される。

2.ペレスセレドンで行政機関や他民間団体との連携が強化される。

3.全国各地方に障害当事者による社会支援システムを普及させるための

人材が育成される。

4.全国で障害者のエンパワメントが強化される。

5.「障害者の自立を促進する法律（自立法）」が障害者の社会参加を促すよ

うな導入・実施がなされる。

・活動

1-1.障害者の相談窓口の能力を強化する。

1-2.障害者の権利擁護のための法的相談支援体制を整備する。

1-3.障害者の車椅子・福祉機器等の相談支援体制を整備する。

1-4.障害者の就労に関する相談支援体制を整備する。

2-1.市役所の障害者の相談支援体制を促進する。

2-2.市役所に障害者問題協議のための行政機関・民間団体で構成した委員

会を設置する。

2-3.市民擁護局と協同でペレスセレドンに法的支援体制を確立する。



2-4.地方の諸機関と協同で障害者問題の啓発を行う。

3-1.各地方で自立生活センターの運営のための研修を行う。

3-2.各地方の自立生活センターで介助派遣を行うための研修を行う。

3-3.各地方の自立生活センターで障害者による相談業務を行うための研修

を行う。

3-4.各地方で行政機関・民間団体に対し社会支援システム普及のための研

修を行う。

4-1.自立生活センターの全国ネットワークを確立する。

4-2.首都にネットワークの事務所を設置する。

4-3.最低年 1 回障害者の全国集会を開催する。

4-4.全国の障害者の問題をネットワークを通じて情報共有し、啓発活動及

び政策提言を行う。

4-5.障害者団体情報委員会(COINDIS)と協力して自立法の全国への普及活

動を行う。

4-5.障害者団体情報委員会(COINDIS)と協力して自立法の全国への普及活

動を行う。

5-1.自立法の導入・実施に向けて国家障害者審議会（CONAPDIS）と協議

を行う。

5-2.自立法における介助者養成研修の実施に向けて国立職業訓練センター

（INA）と協議を行う

5-3.CONAPDIS と INA に自立生活についての研修を行う

・投入

・日本側投入

【人材】

・プロジェクトマネージャー（日本人）：1 名

・日本人専門家(障害者相談支援専門員・車椅子開発、製作、レンタル、

修理専門家・障害当事者啓発活動、政策提言のアドバイ ザー)：8 名

【研修】

・日本でのカウンターパート研修（コスタリカのペレスセレドン地区

以外の障害者リーダーに対して自立生活センターのノウハウ を研

修する。すでにカウンターパートで活動している障害者のフォローア

ップ及びスキルアップのための研修、行政（ペレスセ レドン市役所）

の担当者が日本のシステムを研修する）：3 回

【資機材等】



・各研修実施費

・相談窓口用資機材

・活動費

・車椅子関連呰資機材

【その他】

・介助料金

・相手国側投入

【人材】

・コスタリカ人障害当事者スタッフ 6 名、健常者スタッフ 4 人

【施設】

・事務所

・外部条件

なし

実施体制

・現地実施体制

すでにモルフォ自立生活センターに 6 名の障害当事者がメンバーとして

活動しており、彼らを中心としてプロジェクトマネージャーと共に、本事

業を実施する

・国内支援体制 (*)
メインストリーム協会からは、現地に本事業の運営管理責任者としてプロ

ジェクトマネージャーを派遣し、国際協力部の本事業担当者がその補助を

行う。また、当協会総務部に本事業専門の経理担当者を配置する。

関連する援助活動

・我が国の援助活動

・他ドナーの援助活動

(*) 該当する場合のみ記載





案件概要表

個別案件（専門家） 2018 年 06 月 20 日 現在

主管区分：在外事務所主管案件

パナマ事務所

案件名 (和) リスク管理の視点を盛り込んだ土地区画整理能力

強化

( 英 ) Strengthing the municipal capacities in urban 
planning and land use planning for preventive risk 
management

対象国名 コスタリカ

分野課題 1 都市開発・地域開発-都市開発

分野課題 2
分野課題 3
分野分類 公共・公益事業-社会基盤-都市計画・土地造成

プログラム名 気候変動対策プログラム

援助重点課題 環境保全

開発課題 環境保全

プロジェクトサイト サンホセ首都圏

サン・ホアキン・デ・フローレス市

サン・パブロ・デ・エレディア市

リベリア市

署名日(実施合意) (*)
協力期間 (*) 2017 年 08 月 2 日 ～ 2020 年 08 月 2 日

相手国機関名 (*) (和) 住宅省

(英) Ministry of Housing and Human Settlements

プロジェクト概要

・背景

同国においては人口増加と都市部への人口集中により、都市部（中核都市

を含む）の住居範囲が広がっている。地方自治体による土地区画整理を含

む都市整備・都市計画が行われておらず、災害リスクの高い地域への住居

や、避難所やライフライン等の災害に備えたインフラのない地域への住居

が無計画に進んでいる状況である。同国の「土地区画整理」の法的枠組み



は「都市整備法」の下の「都市化規則」に概念が書かれているが、土地区

画整理に係る手順や基準などがまだ不足している。

他方、実際に都市整備・土地区画整理の実施責任主体である地方自治体に

おいては、計画策定能力・実施能力が十分であるとは言えず、本協力によ

り市役所の計画策定・事業実施能力が強化されれば、対象市に必要な土地

区画整理が進むと期待される。なお、都市整備法により「都市整備」の監

督省庁は住宅省にあり、実施権限・責任はその土地を管轄する市役所であ

ると規定されている。

本要請では、災害リスクに配慮した土地区画整理計画策定が喫緊に必要と

される３市を対象として、パイロット事業の準備・計画策定作業を通じて

得られる知見を今後中央省庁が他地方自治体へ応用していくことが期待

される。

本件はコスタリカ国家開発計画（2015－2018）の重点分野「経済成長の促

進と雇用の創出」及び「貧困撲滅と不平等の削減」に寄与するものである。

・上位目標

コスタリカにおける土地区画整理手法を用いた災害リスク管理能力が向

上する。

・プロジェクト目標

災害リスク管理手法として都市計画・土地整備の計画・事業実施・管理に

かかる地方行政の能力が強化される。

・成果

成果 1：都市計画のツールとしての土地区画整理を導入するための概念・

仕組みが明らかになる。

成果 2：土地区画整理規則等が整備される。

成果 3：対象地方自治体の中から少なくとも３つのパイロット事業実施に

かかる提案書が作成される。

成果 4：対象地方自治体の土地区画整理の経験が国内で共有される。

・活動

活動 1－1：土地区画整理手法関連法規及び現状を確認する。

活動 1－2：コロンビア・日本の土地区画整理の事例確認とコスタリカへ

の適用についてのワークショップを実施する。

活動 1－3：政府機関・地方自治体における土地区画整理の基本的な概念



の取り纏めとメカニズム案を作成する。

活動 2－1：市町村での土地区画整理実施に必要な地方自治体の関連法規

（案）を作成する。

活動 2－2：土地区画整理の事業における利益・負担、参加手順等を規定す

る基準（案）を作成する。

活動 2－3：土地区画整理の手順を詳細に示すため、法規（国家都市化規

則）に含むべく改善項目を検討する。

活動 3－1：対象地方自治体におけるパイロット事業の実施サイトを選定

する。

活動 3－2：対象地方自治体のパイロット事業実施サイトの現状を確認す

る。

活動 3－3：土地区画整理のパイロット事業形成に必要な準備手順を策定

する。

活動 3－4：土地区画整理のパイロット事業が成功するために必要な項目

（費用便益等）について分析を行う。

活動 3－5：土地区画整理パイロット事業の実施に向け、住民、土地所有者

及び開発業者などとの交渉にかかる活動計画の作成、及び中央関連省庁と

の交渉・調整を行う。

活動 4－1：プロジェクト活動について中央・地方関連機関関連職員へ研

修を行う。

活動 4－2：プロジェクト活動について共有のためのワークショップ・セ

ミナーを実施する。

・投入

・日本側投入

1)コロンビア人専門家派遣

2017 年度：第 1 回目派遣 2017 年 08 月、第 2 回目派遣 2017 年 11
月

2018 年度：第 3 回目派遣 2018 年 05 月、第 4 回目派遣 2018 年 11
月、第 5 回目派遣 2019 年 02 月

2019 年度：第 6 回目派遣 2019 年 08 月、第 7 回目派遣 2019 年 11
月、第 8 回目派遣 2020 年 02 月



2020 年度：第 9 回目派遣 2020 年 07 月

2)印刷したカタログ

3)CD/フォルダ－/その他教材

・相手国側投入

     1) コスタリカ国内研修実施経費

カウンターパートの配置

ワークショップや会議用の施設

国内移動用の車両

・外部条件

特になし。

実施体制

・現地実施体制

カウンターパート機関：住宅省、対象市役所、都市住宅庁、地方自治体振

興庁

・国内支援体制 (*)

関連する援助活動

・我が国の援助活動

1) 我が国の援助活動 Cooperation of the Japanese ODA
2010 年－2013 年 課題別研修「都市開発のための土地区画整理手法」

2010 年－2013 年 第 3 国研修「都市計画システムと土地管理ツールプロ

ジェクト」

2013 年ー2015 年 第 3 国専門家「リスク管理の視点を盛込んだ都市計画

策定能力向上」

2) 他ドナー等の援助活動 Cooperation by Other Donor Agencies, etc.
特になし。

・他ドナーの援助活動



(*) 該当する場合のみ記載



案件概要表

草の根技協（パートナー型） 2019 年 01 月 09 日 現在

主管区分：国内機関主管案件

筑波国際センター

案件名 (和) 生活改善アプローチによる農村開発モデル事業

(英) The Model Project of Rural Development through 
the Livelihood Improvement Approach

対象国名 コスタリカ

分野課題 1 農村開発-農村生活環境改善

分野課題 2
分野課題 3
分野分類 農林水産-農業-農業一般

プログラム名 プログラム構成外

援助重点課題 -
開発課題 -
プロジェクトサイト アラフエラ州、オロティナ市、サンタ・リタ村及びセバ

ディージャ村

署名日(実施合意) (*) 2016 年 02 月 04 日

協力期間 (*) 2016 年 02 月 22 日 ～ 2019 年 05 月 31 日

相手国機関名 (*) (和) オロティナ市役所

(英) Orotina City Office

プロジェクト概要

・背景

コスタリカ農牧省(MAG)は、農業生産や所得の向上が必ずしも生活の質の

向上に寄与してこなかった反省から、戦後日本の生活改善運動の理念や手

法を体系化した生活改善アプローチを全国規模で実証し、制度化を図る目

的で、2015 年より「生活改善アプローチ実証プロジェクト」（以下、MAG
実証プロジェクト）を実施中である。一方、JICA の生活改善アプローチ研

修に参加した帰国研修員が数家族を対象に生活改善活動に取り組み、コミ

ュニティ全体の生活環境や農業生産性の向上にも繋がる成果を上げた好

事例がある。このような取り組みを再現し、農村開発のモデルとすべく、

上記研修コースの帰国研修員が市長を務めるオロディナ市で生活改善フ



ァシリテーターチームが結成された。

オロティナ市は、コスタリカの首都サンホセから高速道路で約 40 分、中

部太平洋地域アラフエラ州の最南端に位置する。総面積 141.92 ㎞ 2、人

口 20,341 人で、国内で最も人口増加率の高い 10 市の一つである 。市役

所がある市街区とそれ以外の 4 区から構成され、市街区の都市化が進む

が、それ以外の区は農村部として分類される。

地理的には首都圏と太平洋岸の中間に位置し、熱帯性の気候（年平均気温

は 27℃、平均降雨量は 2,000～3,000 ㎜）を生かし、1930 年代から 40 年

代にかけては果樹を中心に国内外の市場向けの農産物生産が盛んに行わ

れたが、近年、オロティナ市の農業従事者は減少傾向にあり、製造業、商

業、サービス業従事者の割合が増加している。所得面では、第三次産業従

事者が市街区で少数の中間所得層を形成しつつあるが、大半を占める低所

得層は農村部で農業やその他の産業に従事している。

オロティナ市が位置する中部太平洋地域は国内でも貧困層の割合が高く、

これらの経済・社会的特徴がそのまま市街区とその他の区の格差となって

いる。特に、農地庁の事業で設立された農民入植地（集落）は、入植から

25 年余りが経過した現在、農業の収益性の低さから出稼ぎに生計の道を

求めたり、自給用に僅かに栽培を行ったりするのみで、入手した土地が十

分に活用されていない。また、多くの入植地に学校や診療所など生活に必

要なサービスを提供する施設が設置されたのは 2008 年以降で、比較的最

近まで、支援の少ない状況にあった 。

一方、コスタリカ農牧省(以下、MAG)内には、農業生産性の向上と生産拡

大による所得の向上が必ずしも農民の生活の質の向上に着実に結びつい

てこなかった反省から、従来の生産重視のアプローチを見直そうという動

きがある。そこで、戦後日本の生活改善の理念や手法を体系化した生活改

善アプローチを全国規模で実証し、制度化を図る目的で「生活改善アプロ

ーチ実証プロジェクト（以下、MAG 実証プロジェクト）が計画され、予

算が 2015 年に承認された。

さらに、オロティナ市でも、JICA が実施する生活改善アプローチに関す

る研修（以下、JICA 生活改善研修）に参加した同市市長をはじめとする帰

国研修員のイニシアティブで生活改善ファシリテーターが編成され、

MAG の支援を受けつつ育成のための研修実施に着手した。しかしながら、

オロディナ市農村部では、所得や雇用機会の不足のみが生活の問題として

捉えられ、既存資源も把握されておらず、ファシリテーター育成及びその

後計画されているモデル的な実践活動を円滑に実施するには、帰国研修員



の知識や経験に加え、同アプローチの基盤となっている生活改善運動の経

験を有する我が国の知見及び経験の導入が必要とされている。

・上位目標

コスタリカの農村地域の住民の生活の質が向上する。

・プロジェクト目標

オロティナ市のモデル集落住民が生活改善アプローチによるグループ活

動を実施し、住民の生活の質が改善し「健康」、「教育・子育て」、「家族経

済」及び「家庭関係」が向上する。

・成果

①生活改善ファシリテーターチームの育成：オロティナ市の生活改善ファ

シリテーターチームの生活改善技術及びファシリテーション能力が向上

する。

②モデル集落における生活の質の改善:オロティナ市のモデル集落住民グ

ループが生活改善活動を日々の生活の中で実践し、生活の質 (健康、教育・

子育て、家庭経済、家庭関係) が改善する。

③生活改善活動の持続的協力体制の確立：オロティナ市のある中部太平洋

地域以外の全国 8 地域＊の対象集落住民に向けてモデル集落実践グルー

プの経験が発信・共有・認知され活動が各関連支援機関に定着（ネットワ

ーク形成）することにより、モデル集落実践グループの自律的活動の継続

に向け更なる意欲と改善活動能力が向上する。

・活動

①-1 生活改善ファシリテーター育成研修（含む本邦研修）

①-2 対象集落におけるファシリテーション計画の策定・実施（生活改善

アプローチの説明、実践グループの形成、住民による課題抽出、活動計画

作成、活動実施支援）

①-3 生活改善ファシリテーター活動の自己評価チェックリストの作成

とチェックリストに基づく評価の実施

②-1 モデル集落住民による生活改善アプローチの学習（含む本邦研修）

②-2 ファシリテーターチームの支援を受けたモデル集落住民による生

活改善活動の計画策定・実施

②-3 モデル集落住民による生活改善活動及び成果のモニタリングと振

り返り



③-1 農牧省(MAG)が実施する、中部太平洋地域を除く全国 8 地域の活動

住民とモデル集落実践グループの経験共有

③-2 日本及びモデル集落における生活改善アプローチ実践を体系化す

る事例教材作成

③-3 全国8地域のファシリテーターチーム対象に事例教材を用いた研修

の実施 (含む本邦研修)
③-4 モデル集落実践グループ対象に経験共有活動のモニタリングと振

り返り

・投入

・日本側投入

・プロジェクトマネージャー：1 名

・生活改善専門家：生活改善専門家及び元生活改良普及員の 2 名をペ

アとし、年 2 回派遣予定

・現地調整員/生活改善ファシリテーター：1 名

・その他：プロジェクト事務所、モデル事業及び研修実施に必要な車

両、生活改善ファシリテーターチーム育成研修やモデル地域でのプロ

ジェクトにかかる資機材（教材作成に必要な文房具類、パソコン、プ

ロジェクター、デジタルカメラ等）

・相手国側投入

・オロティナ市役所実証プロジェクト担当者：2 名

・MAG 実証プロジェクトチーム：3 名

・その他：生活改善アプローチ実証プロジェクトの枠組みで実施され

る活動（生活改善ファシリテーターチーム育成研修及び農村地域での

生活改善プロジェクト）に必要な車両や資機材等

・外部条件

①プロジェクト目標達成のための外部条件

・住民の生活状況を極端に悪化させるような事象（経済危機や自然災害）

やそれに伴う移民などが起こらない。

②成果達成のための外部条件

・オロティナ市のテリトリアルアプローチによる開発計画が変更されな

い。

・MAG が基本政策（生産と同等に農民の生活を重視）を変えない。

③活動実施のための外部条件



・オロティナ市の対象集落に他機関の村落開発プロジェクトが開始され

ない。

実施体制

・現地実施体制

農牧省(MAG)を窓口として、オロティナ市と共同で実施。

・国内支援体制 (*)
特定非営利活動法人国際農民参加型技術ネットワーク（NPO 法人イフパ

ット）が中心となり、本邦研修及び短期専門家派遣の一部では長野県松川

町の協力を得る。

関連する援助活動

・我が国の援助活動

以下 5 件の課題別研修を 2005 年以降実施、修了済。

１．「中米カリブ地域 住民参加型農村開発プロジェクト運営管理」

２．「中米カリブ地域 住民参加型農村開発ネットワーク運営管理」

３．「中米カリブ地域 生活改善アプローチによる農村開発政策の改善」

４．「中南米地域 生活改善を通じた女性のリーダーシップ育成」

５．「中南米地域 生活改善を通じた農村開発」

2013 年より、上記中米カリブ地域・中南米地域研修を統合した、

６．「中南米地域 生活改善アプローチを通じた農村開発」を実施中。

・他ドナーの援助活動

なし。

(*) 該当する場合のみ記載


